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○概要
⇒住宅宿泊事業法（平成30年６月15日施行）に基づく
民泊で届出制。いわゆる「届出住宅」。

○消防法上の用途の取り扱い
⇒宿泊室の床面積及び家主が不在となるかどうかに
より用途を判定

※「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の
取り扱いについて（平成29年10月27日付け消防予第330号）

（以下「３３０号通知」という）」により用途を判定

○特徴
・実施日数は年間180日以内で住居専用地域でも運営
可能（条例で異なる制限が設けられる場合もある）
・家主居住型と家主不在型に分類される

○概要
⇒国家戦略特別区域法第13条に基づく民泊で特定の
自治体（区域）のみで実施可能。旅館業法の許可は
不要。

○消防法上の用途の取り扱い
⇒住宅宿泊事業法による民泊と同様

○特徴
・東京都大田区、大阪府、大阪市、北九州市、新潟市、
千葉市のみ実施可能（平成30年４月１日時点）
・最低連続宿泊日数は２泊３日以上

○概要
⇒厚生労働省事務連絡に基づく民泊で、イベント開催
時に年数回程度（２～３日程度）、自治体の要請等を
受けて実施するもの。

○消防法上の用途の取り扱い
⇒（５）項イではなく住宅として取り扱う
※「イベント民泊における防火安全対策の推進について（平成

28年４月１日付け消防予第106号）」

○特徴
・自治体からの要請等が無ければ実施できない

民泊の種類と特徴

【住宅宿泊事業法による民泊】

○概要
⇒旅館業法（簡易宿所営業）に基づく民泊で許可制。
従来の簡易宿所と異なり、単独でフロントが設けら
れず共同住宅の住戸等を活用して行われる。
いわゆる「サテライト型民泊」。

○消防法上の用途の取り扱い
（届出住宅と同様の利用形態となることが確認できるとき）
⇒住宅宿泊事業法による民泊と同様に判定

（上記以外）
⇒従来どおり41号通知により用途を判定
※330号通知第２、１

○特徴
・点在する簡易宿所を一の共用フロントで運営・管理
が可能（自治体によっては異なる場合がある）

【旅館業法による民泊】

【特区民泊】 【イベント民泊】



住宅宿泊事業法概要

〇 ここ数年、民泊サービスが日本でも急速に普及
〇 多様化する宿泊ニーズ等への対応
〇 公衆衛生の確保や地域住民等とのトラブル防止、無許可
で旅館業を営む違法民泊への対応 等

１．住宅宿泊事業者に係る制度の創設
① 都道府県知事への届出が必要

(年間提供日数の上限は180日(泊)とし、地域の実情を反映する仕組みの創設)
② 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置（衛生確保措置、
騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作
成・備付け、標識の掲示等）を義務付け

③ 家主不在型の場合は、上記措置を住宅宿泊管理業者に委
託することを義務付け

④ 都道府県知事は、住宅宿泊事業者に係る監督を実施

背景・必要性 ※ 都道府県に代わり、保健所設置市（政令市、中核市等）、
特別区（東京23区）が監督（届出の受理を含む）・条例制定
措置を処理できる

２．住宅宿泊管理業者に係る制度の創設
① 国土交通大臣の登録が必要
② 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置（住宅宿泊事
業者への契約内容の説明等）の実施と１②の措置（標識の掲
示を除く）の代行を義務付け

③ 国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者に係る監督を実施

３．住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設
① 観光庁長官の登録が必要
② 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置（宿泊者への
契約内容の説明等）を義務付け

③ 観光庁長官は、住宅宿泊仲介業に係る監督を実施

概要

○公布 平成２９年６月１６日
○施行期日 平成３０年６月１５日
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宿泊室の床面積の合計

人を宿泊させる間、当該住宅に
家主が不在となるか

一戸建て住宅で民泊を行う場合 共同住宅で民泊を行う場合
「住戸」の用途を元に「棟」の用途が決まります。

不在となる 不在とならない

５０㎡を超える ５０㎡以下

宿泊施設
⑸項イ

一般住宅

※宿泊室の面積とは、民泊を営む住宅における「宿泊者
の就寝の用に供する室」の床面積の合計をいう。

※家主の居住／不在の判断は、一戸建て住宅の場合
は棟（建物）単位、共同住宅等の場合は住戸単位で行う。

人を宿泊させる間、当該住戸に
家主が不在となるか

①民泊を行う「住戸」の用途

不在となる 不在とならない

宿泊室の床面積の合計

５０㎡を超える ５０㎡以下

宿泊施設（⑸項イ） 一般住宅

②民泊を行う住戸が存する建物の「棟」の用途

９割以上の
住戸が⑸項イ

９割未満の
住戸が⑸項イ

全ての住戸が
一般住宅扱い

宿泊施設
⑸項イ

複合用途
⒃項イ

共同住宅
⑸項ロ

民泊の消防法令上の用途について（平成29年10月27日付け消防予第330号）
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建物の用途
一般
住宅

共同住宅 宿泊施設 複合用途

⑸項ロ ⑸項イ ⒃項イ（⑸項イ及びロ）

消火器 －
①延べ面積150㎡以上のもの、
②地階・無窓階・３階以上の階で
床面積が50㎡以上のもの

同左
同左
（①については、⑸項イ及びロのそれぞ
れの面積で判断）

自動火災報知設備 － 延べ面積500㎡以上のもの 等 全てのもの（※１）

・延べ面積300㎡未満のもの（⑸項イ部
分のみ）（※１）
・延べ面積300㎡以上のもの（⑸項イ部
分が全体の10％以下の場合は⑸項イ
部分のみ）（※２） 等

住宅用火災警報器
寝室等
に設置

自動火災報知設備で代替可 － 自動火災報知設備で代替可

誘導灯 － 地階・無窓階・11階以上の階 全てのもの 全てのもの（※３）

スプリンクラー設備 － 11階以上の階
・11階以上のもの（※４）
・延べ面積6000㎡以上のもの 等

・11階以上のもの（※４）
・⑸項イ部分が3000㎡以上のもの 等

消防用設備等
の点検報告

－
点検が年２回
報告が３年に１回

点検が年２回
報告が年１回

同左

防火管理
（防火管理者の選任・消防

計画の作成等）
－

建物全体の収容人員が
50人以上のもの

建物全体の収容人員が
30人以上のもの

同左

防炎物品の使用
（カーテン・じゅうたん等）

－ 高さ31mを超えるのもの 全てのもの
・高さ31mを超えるもの
・⑸項イ部分

下表は、消防法で求められる主な対応を整理したものです。既に設置されている消防用設備等については重複して設置する必要はありません。また、
建物の規模や形状等によっては、他の対応が求められる場合や、各自治体による条例等が定められている場合もあるので、詳細は建物を管轄する消
防署に確認する必要があります。

※１ 延べ面積300㎡未満の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能（原則として、２階建て以下のものに限る。）。
※２ 建物の延べ面積が300㎡以上500㎡未満の場合であって、民泊部分の合計が延べ面積の10％以下の場合や10％を超えかつ300㎡未満の場合は、

特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が可能（原則として、２階建て以下のものに限る。） 。
※３ 消防法施行規則第28条の２第１項第４号の２及び同条第２項第３号の２に規定する区画を有する場合は、原則として、10階以下の民泊部分が存す

る階以外の階の誘導灯が免除される。
※４ 消防法施行規則第13条第１項第１号の２（⑸項イの場合は同条第２項）に規定する区画を有する場合は、原則として10階以下のＳＰが免除可能。

消防法による主な対応について
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【改正の背景】

住宅宿泊事業法の施行や旅館業法の改正等に伴い、今後、消防法施行令（以下「令」という。）別表第一（５）項ロの用途に供
される防火対象物の一部が同表（５）項イの用途に供されるものが増加することが想定されることから、こうした防火対象物にお
ける消防用設備等の設置基準を合理化等するために改正したもの。

消防法施行規則等の改正内容（改正理由）

【問題点】

令別表第一（５）項ロの用途に供される防火対象物等に同表（５）項イの用途に供される部分が入居することにより、以下のよ
うに消防用設備等の設置基準が強化される。

※ 小規模特定用途複合防火対象物となる場合を除く。
⇒ 小規模特定用途複合防火対象物とは、令別表第一（16）項イに掲げる防火対象物のうち、同表（１）項から（４）項まで、（５）項イ、（６）項又は
（９）項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が当該部分が存する防火対象物の延べ面積の10分の１以下であり、か
つ、300㎡未満であるものをいう。 5
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消防法施行規則等の改正内容（改正事項①）

スプリンクラー設備・誘導灯の設置を要しない階に関する事項
（規則第13条第１項第１号の２、規則第28条の２第１項第４号の２・第２項第３号の２関係）

11階建て以上で令別表第一（５）項ロの用途に供される部分が存する同表（16）項イの防火対象物のうち、同表（５）項イ並びに（６）項ロ及びハ(居
住型福祉施設※に限る。)の用途に供される部分（以下「住戸利用施設」という。）が存するものについて、一定の区画を設けた場合には特定階を除く
10階以下の階のスプリンクラー設備及び誘導灯の設置を免除する。

※ 有料老人ホーム､福祉ホーム､認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は共同生活援助を行う施設をいう。

要件 スプリンクラー設備 誘導灯

①
居室（（５）項ロの用途に供される部分を含む）を耐火構造の壁及び床

で区画

②
壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは難燃材料（地上に通ず

る主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料）

③
区画する壁及び床の開口部の面積の合計が８㎡以下であり、かつ、

一の開口部の面積が４㎡以下

④

③の開口部は、特定防火設備である防火戸（廊下と階段とを区画す

る部分以外の部分の開口部にあっては、防火シャッターを除く。）で、

随時開くことができる自動閉鎖装置付き又は一定の構造を有するも

の ※ 一定の条件に適合する場合は防火戸でも可

⑤

住戸利用施設の各独立部分（構

造上区分された数個の部分の各

部分で独立して当該用途に供さ

れることができるものをいう。）の

床面積がいずれも100㎡以下

住戸利用施設の主たる出入口が、

直接外気に開放され、かつ、当該

部分における火災時に生ずる煙を

有効に排出することができる廊下、

階段その他の通路に面している

10階以下の各部分を区画することにより、次の
階を除く10階以下の階を免除

・ 住戸利用施設が存する階 (注)
・ 地階・無窓階

(注) 住戸利用施設の利用者が使用する部分が存
する階のことであり、当該利用者が使用し
ない共用の機械室等及び複数階にわたる階
段等の共用部分並びに(５)項ロの用途に供さ
れる部分のみが存する階は当該階には該当し
ない。

10階以下の各部分を区画することにより、次
の階を除く10階以下の階を免除

・ 住戸利用施設の床面積の合計が3,000㎡以
上となる防火対象物の階のうち、当該部分
が存する階

・ 住戸利用施設が1,000㎡以上存する地階・
無窓階及び1,500㎡以上存する４階以上10階
以下の階

（右表参照）
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消防法施行規則等の改正内容（改正事項①）

改正後の誘導灯の設置を要する階

※（５）項イ及びロの用途に供される部分以外の部分が
存しない（16）項イの防火対象物の場合、
・（５）項イの各独立部分の床面積が100㎡以下
・（５）項イの各独立部分に非常用の照明装置を設置
又は携帯用照明器具を設置

等、一定の要件を満たす（５）項イ部分には、令第32

条の規定を適用し、誘導灯の設置を免除して差し支え
ない。
※「消防用設備等に係る執務資料の送付について（平
成30年３月15日付け消防予第83号）」問３

※ 住戸利用施設の利用者が使用しない共用の電気室
や機械室等及び (５)項ロの用途に供される部分の
みが存する階は当該階には設置を要しない（地
階・無窓階・11階以上の階を除く）。
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消防法施行規則等の改正内容（改正事項②）

「特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」

（平成17年総務省令第40号。以下「40号省令」という。）に関する事項

40号省令を適用することができる防火対象物に、令別表第一（５）項ロの用途に供される防火対象物の一部を同表（５）項イの用途に供される部分

として使用するものを追加するとともに、一定規模以上の住戸利用施設が入居した場合におけるスプリンクラー設備の設置基準を整備する。

① (５)項ロに掲げる防火対象物

② 以下の要件に適合する(16)項イに掲げる防火対象物

・ (５)項イ及びロ並びに(６)項ロ及びハ(居住型福祉施設に限る。)の用途以外の用途に供される部分が存しない

・ 住戸利用施設の各独立部分※の床面積がいずれも100㎡以下

・ (５)項ロの用途に供される部分の床面積の合計が、当該防火対象物の延べ面積の２分の１以上

※改正箇所は下線部

＜40号省令を適用することができる防火対象物＞

※ 構造上区分された数個の部分の各部分で独立して当該用途に供されることができるものをいう。

＜10階建て以下の特定共同住宅等における共同住宅用スプリンクラー設備での代替＞

【住戸利用施設の合計が3,000㎡以上となる場合】 【住戸利用施設が1,000㎡以上存する地階・無窓階及び
住戸利用施設が1,500㎡以上存する４階以上の階を有する場合】

：共同住宅用スプリンクラー設備の設置が必要な部分

住戸利用施設が存する階（左図）・一定の要件に該当する階（右図）にはスプリンクラー設備の設置が必要となるが、共同住宅用スプリンクラー設備で代替

可能とする。（※開放型の特定共同住宅等にあっては、従来通り、特定住戸利用施設を除き共同住宅用スプリンクラー設備の免除が可能。）



消防法施行規則等の改正内容（改正事項③）

「特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」
（平成20年総務省令第156号）に関する事項

特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる防火対象物に、令別表第一（５）項イ及びロ以外の用途に供される部分が存しない
同表（16）項イの用途に供される防火対象物で、延べ面積が300㎡以上500㎡未満のもの（同表（５）項イの用途に供される部分の床面積が300㎡未
満のものに限る。）を追加する。

● ④の防火対象物には廊下や階段等に感知器の設置が必要であ

ること。

● 警戒区域が２以上（階数が３以上）となる場合には受信機の

設置が必要であること。

● (16)項イの用途に供される防火対象物（②・③・④）の設置対

象部分は以下のとおりであること。
・②及び③は、(５)項イ等の用途に供される部分のみ
・④は、(５)項ロの用途に供される部分も含めた全体

注）延べ面積が300㎡以上500㎡未満の（５）項ロの用途に供され

る防火対象物に、順次（５）項イが入居した場合、当該部分の

床面積が10％を超えた時点で当該設備を全体に設置する義務が

生じることに留意すること。なお、(５)項イの用途に供される部

分の床面積が300㎡以上となった時点で当該設備を設置すること

ができなくなるが、今後、機器の開発状況等を踏まえて、引き

続き基準の更なる合理化等を検討する予定であること。

＜留意事項＞＜特定小規模施設用自動火災報知設備を設置することができる防火対象物＞

※ 無線式の感知器で構成される特定小規模施設用自動火災報知設備のうち、中継器が設置されるものは消防設備士でなければ工事又は整備
を行うことができない。（次頁参照）
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特定小規模施設用自動火災報知設備の工事・整備、点検について

無線式の連動型警報機能付感知器のみ 無線式の連動型警報機能付感知器＋中継器

工事・整備 誰でも実施可能 消防設備士でなければ実施できない

点検 作動試験等は免除※

イメージ図

※ 全ての感知器が自動試験機能等対応型感知器である場合に限る。

中継器 中継器

１グループのみ

１グループに設置可能な感知器の個数が限られてい
るため、大規模な対象物に対応できない

複数グループを中継器でつなぐことで、多数の感知器を設置可能

複数のグループが中継器を介して連動

10
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民泊に関連する良くあるお問い合わせ①

Ｑ．消防法上の用途を判定する際の「不在」と住宅宿泊事業法における「不在」の考え方は異なるものか？

Ａ．消防法上の用途を判定する際の「不在」と住宅宿泊事業法第６条(安全措置)の適用判断基準である「不在」
の考え方は同様であり、住宅宿泊事業法令による届出により在不在を確認するものである。（消防予第330号※）
なお、「不在」に該当しないものは「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在」

のみであり、自宅と届出住宅の距離（同一の敷地・建物内に存しているかどうか）や居室の数は「不在」の定

義とは関係がない（下図参照）。※「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて（平成29年10月27日付け消防予第330号）

＜住宅宿泊事業法における管理業者への委託義務等について＞
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民泊に関連する良くあるお問い合わせ①（参考）

（観光庁資料より引用）
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民泊に関連する良くあるお問い合わせ②

Ｑ．共同住宅の複数住戸や同一敷地内の複数棟を一の届出住宅として届け出る場合、在不在の判断はどのよ
うにすればよいか？

Ａ．共同住宅の場合は住戸ごと、同一敷地内の複数棟の場合は棟ごとに判断する。

※「住宅宿泊事業法等に係る執務資料の送付について（平成30年１月９日付け消防予第２号、問５・問１５）
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Ｑ．「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて（平成29年10月27日付け消

防予第330号）第２、１において、「届出住宅以外の防火対象物において、旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条

第１項に基づく許可を受けた営業が行われる場合などであって、届出住宅と同様の利用形態となることが確認できるときは、

上記第１を準用して用途を判定すること。」とされているが、具体的にはどのように取り扱えばよいか？

Ａ．「届出住宅と同様の利用形態」とは、一戸建て住宅又は共同住宅等の一住戸において宿泊のサービスを

提供するものが想定される。

「確認できるとき」とは、防火対象物の関係者から「一戸建て住宅又は共同住宅等の一住戸において宿泊

のサービスを提供すること」、「宿泊室の床面積の合計」、「人を宿泊させる間、居住者が不在となるか否か

の旨」等が確認できる図面や書類等が提出された場合などが考えられる。

※「住宅宿泊事業法等に係る執務資料の送付について（平成30年１月９日付け消防予第２号、問６・問７）

民泊に関連する良くあるお問い合わせ③

Ｑ．届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者（届出者）の家族がいる場合は居住型になるか？
また、住宅宿泊事業者（届出者）が法人である場合、従業員が常駐している場合はどうか？

Ａ．ともに住宅宿泊事業者（届出者）ではないため、不在として取り扱う。

（参考）民泊制度ポータルサイト～よくあるご質問～から抜粋



住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について

○ 「住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）について」
（平成29年12月26日付け生食発1226第２号、国土動第113号、国住指第3351号、国住街第166号、観観産第603号）

（抜粋）都道府県知事等は、「その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類」のほか、届出住宅が
消防法令に適合していることを担保し、住宅宿泊事業の適正な運営を確保する目的から、消防法
令適合通知書を届出時にあわせて提出することを求めるものとする。

１ 消防法令適合通知書の交付申請は、別記様式第１※により行う。

※別記様式第１における記載内容
①申請者（住所、氏名、連絡先）、②届出住宅の名称、③届出住宅の所在地④届出住宅の面積（届出
住宅が存する防火対象物の延べ面積、届出住宅部分の床面積、宿泊室（宿泊者の就寝の用に供する
室）の床面積の合計）、⑤「住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在とならない」に該当する
場合は、その旨、⑦申請理由

○ 住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について（平成29年12月26日付け消防予第389号）

消防法令適合通知書の
交付申請

消防法令適合状況の
調査

消防法令適合通知の
交付

◆ その他運用の細部事項は、別紙（略）を参考とし、必要に応じて、住宅宿泊事業を担当する部局及び関係行政機関と調整。

２ 消防機関は、立入検査等を実施することにより、消防法令への適合状況につ
いて調査する。

３ ２の結果に基づき、申請のあった届出住宅の部分について、消防法令適合通
知書（別記様式第２）を交付する。
また、交付できない場合は、その旨及びその理由を申請者に回答する。

届出住宅※の関係者で、住宅宿泊事業法第３条第１項又は同条第４項の届出をしようとする者（申請者）
から、届出住宅に係る消防法令適合通知書の交付申請があった場合は、以下により交付。
※住宅宿泊事業法第３条第１項に基づく届出により、住宅宿泊事業を営み、又は営む予定の住宅をいう。

15
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・平成28年３月30日：「「民泊サービス」を提供する場合の注意喚起リーフレットの送付について」 （事務連絡）
・平成28年４月１日：「イベント民泊における防火安全対策の推進について」（消防予第106号）
・平成28年５月16日：「消防用設備等に係る執務資料の送付について」（消防予第163号）
・平成29年３月17日：「宿泊サービスを提供する施設における消防法令の遵守の徹底について」（消防予第63号）
・平成29年３月23日：「一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消防用設備等に係る消防法令の技術上の基準

の特例の適用について」（消防予第71号）
・平成29年10月27日：「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱いについて」（消防予第330号）
・平成29年12月26日：「住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について」（消防予第389号）
・平成30年１月９日：「住宅宿泊事業法等に係る執務資料の送付について」（消防予第２号）
・平成30年３月15日：「消防用設備等に係る執務資料の送付について」（消防予第83号）
・平成30年６月１日：「消防法施行規則等の一部を改正する省令の公布について」（消防予第369号）
・平成30年６月１日：「消防法施行規則等の一部を改正する省令等の参考資料の送付について」（事務連絡）
・平成30年６月15日：「消防用設備等に係る執務資料の送付について」（消防予第426号）

民泊に関連する情報提供

＜これまでに消防庁から発出した関連通知等＞

＜消防庁で作成した民泊に係るリーフレット＞

⇒次頁以降を参照
関連通知・リーフレット掲載ＨＰ ⇒

＜今後の取組み＞

特定小規模施設用自動火災報知設備の基準の見直しや民泊制度の運用開始に伴い生じる諸課題について、更なる基準の合

理化等を検討する予定。

＜他省庁発出の通知等＞

・「住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）について」（厚労省・国交省・観光庁）

・「住宅宿泊事業法に係る民泊の安全措置の手引きについて」（国交省）

・「民泊制度ポータルサイト」

掲載ＨＰ ⇒

掲載ＨＰ ⇒



（参考）【民泊における消防法上の取り扱いリーフレット】（１／２）
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（参考）【民泊における消防法上の取り扱いリーフレット】（２／２）
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（参考）【民泊における注意喚起リーフレット】
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古民家等を活用した施設に対する消防用設備等に係る対応状況

20

○ 古民家タスクフォースの全有識者13名（※）から古民家を活用する場合における消防法令上の問題意識についてヒアリングを実施。
※有識者13名
（株）百戦錬磨：上山氏／（株）庵プロデュース：梶浦氏／一般社団法人ノオト：金野氏／石川県農業政策課里山振興室：瀬川氏／茅野市観光まちづくり推進室：高砂氏／（株）エクスペディアホールディング
ス：谷口氏／NPO法人尾道空き家プロジェクト：豊田氏／NPO法人匠の町しもすわあきないプロジェクト：原氏／（株）大田原ツーリズム：藤井氏／「HAGISO」・「hanare」：宮崎氏／（株）スリー・ボック
ス：村田氏／（株）READYFOR：米良氏／（株）地域経済活性化支援機構：渡邊氏

○ 全国の消防本部から古民家活用施設に対して消防用設備等の基準の特例を適用した事例を収集したところ、95件の運用事例の報告が
あった。

○ 建築基準法、消防法、旅館業法等について、連携支援チームに寄せられる地域からの相談・要望の具体的な内容を整理・分析し、
以下の内容も含め、現行の規制・制度の改善を進める。
・ 消防法関係
「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針（平成25年10月）」も踏まえ、古民家を宿泊施設、レストラン等に活用する場合
の消防用設備等の基準の適用について、今後地域から寄せられる相談・要望等を踏まえ防火安全性を確保した上で特例の考え方等の
整理・公表を行う。

有識者ヒアリング等の概要

歴史的資源を活用した観光まちづくりタスクフォース中間とりまとめ（抜粋）

○ 有識者や消防機関の意見を踏まえた上で、次の措置を実施。

① 古民家等に関する、自動火災報知設備や誘導灯等の適用除外事例を紹介・周知 （「古民家等に係る消防法施行令第32条の適用事例
の情報提供について」（平成29年３月23日付事務連絡））。

② 古民家の宿泊施設等への活用に際し、簡明な経路により容易に避難できる場合に利用者にその旨を周知するなど、一定の要件を満た
す場合には、「誘導灯」及び 「誘導標識」の設置を要しない旨を周知 （「一般住宅を宿泊施設や飲食店等に活用する場合における消
防用設備等に係る消防法令の技術上の基準の特例の適用について」（消防予第71号：平成29年３月23日付））。

③ 延べ床面積300㎡未満の古民家活用施設に自動火災報知設備を設置する場合、消防設備士等の資格も不要で、簡便な工事で設置可能
な無線式の設備（特定小規模施設用自動火災報知設備）で足りる旨を広く周知（当該趣旨を記載したリーフレット（2.5万部）を作成、
各都道府県を通じて消防本部及び保健所に配布するとともに、ホームページで周知（平成29年３月）。）。

○ 引き続き古民家等に関する消防用設備等の適用除外事例を収集するとともに、各消防本部に対して助言等を行うことにより、
できる限り統一的な運用を確保。

最終とりまとめ
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● 有識者や消防本部の意見等を踏まえ検討した結果、「誘導灯」及び「誘導標識」に係る特例通知を発出。

＜特例基準を適用できる防火対象物＞
従来、建物全体が一般住宅の用に供されていた戸建ての家屋で、令別表第一（１）項から（15）項までに掲げる防火対象物又は複

合用途防火対象物に該当するもの

＜誘導灯の設置を免除することができる特例の要件＞

※ 一般住宅部分は、令別表第１の用途部分からの避難経路となる部分以外は特例免除が可能。
※ 免除の可否は管轄の消防署に確認が必要。

古民家等の特例通知について（平成２９年３月２３日付け消防予第７１号）
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（参考）古民家等を活用する場合に必要な消防用設備等に係るリーフレット
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（参考）古民家等を活用する場合に必要な消防用設備等に係るリーフレット



住宅宿泊事業における
消防法令適合通知書の交付等について

平成３０年６月

総務省消防庁



１．民泊における消防法令上の取扱

1

宿泊室の床面積の合計

人を宿泊させる間、当該住宅に

家主が不在となるか

一戸建て住宅で民泊を行う場合 共同住宅で民泊を行う場合
「住戸」の用途を元に「棟」の用途が決まります。

不在となる 不在とならない

５０㎡を超える ５０㎡以下

宿泊施設 一般住宅

消防法令では、家主居住型で宿泊室の面積が５０㎡以下の
民泊の場合は一般住宅として取り扱いますが、それ以外の
民泊の場合は出火危険性や避難困難性等が高まることが懸
念されるため、宿泊施設と同様に取り扱い、自動火災報知設
備等の設置を求めています。

人を宿泊させる間、当該住戸に

家主が不在となるか

①民泊を行う「住戸」の用途

不在となる 不在とならない

宿泊室の床面積の合計

５０㎡を超える ５０㎡以下

宿泊施設 一般住宅

②民泊を行う住戸が存する建物の「棟」の用途
９割以上の

住戸が宿泊施設
扱い

９割未満の

住戸が宿泊施設
扱い

全ての住戸が
一般住宅扱い

宿泊施設 複合用途 共同住宅

民泊を利用する方の安全が確保されるように、宿泊施設に該当する場合は、自動火災報知設備等※の設
置を求めています。これらの防火措置は事業者にとって過度の負担となることを避けつつ、最低限の安全
性を確保するものとしています。

※ 建物の規模や階数等に応じて消火器、自動火災報知設備、誘導灯、防炎物品等の使用を求めています。



２．消防法令適合通知書について

２

消防法令適合通知書の交付までの流れ

民泊を利用する方の安全確保のためには、民泊事業の開始直後から消防法令で求める防火措置を遵守
することが必要であるため、消防機関では、消防法令適合通知書※の交付を行っています。

○ 申請方法
民泊の申請者が必ずしも消防法令に精通しているとは言い難く、図面等をもとに必要となる設備（消

火器や自動火災報知設備等）の設置状況等を確認するため、消防署での対面相談を行うことが一般的
です。

○ 申請状況
９０６件（平成３０年６月１８日現在、政令指定都市の消防本部（計２０本部）に聞き取った結果）

○ 立入検査の日程の調整方法
申請者の希望をもとに調整しています。

○ 立入検査の所要時間
１５～３０分程度

○ 申請から交付までの期間
１～７日程度（立入検査において問題がなければ１～２日程度で交付可能であり、改善事項がある

場合も概ね７日以内に交付している。）
○ 交付状況

７６６件（平成３０年６月１８日現在、政令指定都市の消防本部（計２０本部）に聞き取った結果）

消防法令適合通知書の交付申請 家主等が管轄する消防署へ所定の様式により交付申請します。

消防法令適合状況の調査 管轄する消防署が立入検査等を実施し、消防法令への適合状況を調査します。

消防法令適合通知書の交付 調査の結果に基づき、消防法令に適合していると認められる場合は、
「消防法令適合通知書」が交付されます。

※ 東京消防庁では消防法令適合通知書の代わりに
事前相談記録書を交付しています。



３．消防法令適合通知書の手続きを円滑に処理するための取組例

３

消防機関においては、受付要員を増員する、郵送や電子メールでも申請を受け付ける、届出住宅が一般
住宅扱いとなる場合は提出様式の簡略化と立入検査を省略する等、手続きを円滑に処理するために
様々な取組を行っており、これらの取組を消防機関に広く共有していく予定です。

取組例① 消防署の申請受付要員の増員

取組例④ 事業者向け説明会での消防法令に関する説明の実施

取組例③ 届出住宅が一般住宅扱いとなる場合の提出様式の簡略化、立入検査の省略

特に申請が多くなっている消防署で、消防法令適合通知書の申請受付、内容確認等を行う職員を増員しています。

地方自治体の住宅宿泊事業部局が主催する事業者向け説明会に消防職員が出席し、民泊における消防法令の取
扱い等について丁寧に説明を行っています。

家主居住型で宿泊室が小規模なものについては、提出様式を簡略化し、立入検査を省略しています。

取組例② 郵送や電子メール等による申請受付

消防法令適合通知書交付申請書の受付を来署のみならず、郵送、電子メール、代理人による持参も可としています。

取組例⑤ ホームページに手続き方法等を掲載

地方自治体のホームページに消防法令適合通知書の申請方法等を掲載しています。
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